
令和 年度 所管： 会計（組織・勘定） ：
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○ ：該当し、確認済み
17

記載例  ― ：該当なし 18

△ ：その他（余白又は別紙で内容を記載）

　繰越計算書（事故繰越しの分）　審査表

繰越事由・事由発生時期について、支出負担行為の時期及び完成までの期間、事
業の進捗状況等からみて、やむを得ない（避け難い）ものである。

「摘要」欄の「事務事業の完了の見込年月日」欄は、進捗状況等から判断して妥当
である。

繰越計算書（事項別内訳表）の事項（予算書上の事項）及びそのコードが適正に記
載されている。

「翌年度へ繰越額」欄の「要繰越額」欄の金額は、積算の内容も含め検討した結果、
適正である。

「摘要」欄の「支出負担行為済額」欄は、実際に支出負担行為がなされた金額であ
る。

「摘要」欄の「支出負担行為の相手方及び年月日」欄は、適正である。

「摘要」欄の「事務事業の既済高及び検査年月日」欄は、適正、かつ繰越事由、完了
見込み等から判断して適当である。

「不用となるべき額」欄は妥当な金額である。

支出負担行為計画示達額は、示達された支出負担行為計画と一致している。

避け難い事故が、支出負担行為後に発生したものである。 「支出済額及び支出すべき額」欄は、妥当な金額である。（特に前金払、概算払）

事故繰越事由は、異常な天然現象・地権者の死亡・工事中の崩落事故による中断等、真
にやむを得ないものである。

「翌年度へ繰越額」欄の前回までの「繰越承認済額」欄の金額は適正である。

確認

前年度に明許繰越しで繰り越した経費の事故
繰越し

ではなく、丙号繰越明許費の経費又は丙
号繰越明許要求書の事由に該当しない。

「支出負担行為計画示達額」欄について、目までの金額の積上げが適正である。

前年度に事故繰越しで繰り越した経費の再事故繰越しではない。 部局等、項及び目（目の細分）の名称並びにコード番号が適正である。

事項のたて方（名称等）は適当である。

関連経費として繰り越す経費は

あるが、内容・積算は適正である。

ない。

8

本年度内に支出負担行為がなされている。

支出負担行為の時期、金額、契約の相手方等は適正である。

3

番号 審査事項（要件等） 確認 番号 審査事項（提出書類）

　 　

各省各庁の長から会計法第４６条の２の規定による繰越しの手続に関する事務委任を受
けているものである。

繰越計算書の書式は適正に作成されている。記入すべき箇所は全て適正に記入さ
れている。


